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待機児童解消対策の強化のための事業の実施について

待機児童の解消に向けて、保育所等の定員拡大や保育人材の確保に向けた取組みを

強化するため、下記の事業を次により実施し、平成２９年１０月１日から適用するこ

ととしたので、通知する。

記

第１ 事業の種類

１ 賃貸物件による保育所等整備支援事業

２ 保育環境改善事業

第２ 事業の実施

各事業の実施及び運営は、次によること。

１ 賃貸物件による保育所等整備支援事業実施要綱（別添１）

２ 保育環境改善事業実施要綱（別添２）



（別添１）

賃貸物件による保育所等整備支援事業実施要綱

１ 事業の目的

賃貸物件により保育所、認定こども園、地域型保育事業（以下「保育所等」とい

う。）の運営を行う場合、賃借料の実績価格と「特定教育・保育、特別利用保育、特

別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例

保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」（平成２９年内

閣府告示第５３９号）第１条第５１項に規定する賃借料加算（以下「賃借料加算」

という。）の収入額が乖離している地域の保育所等について、その乖離分を補助し、

安定的な運営に資することを目的とする。

２ 実施主体

実施主体は、市町（政令市・中核市を含む。）とする。

３ 事業の内容

（１）認定こども園及び事業所内保育事業

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１項第２号又は第

３号の支給要件を満たし、同法第２０条第１項により市町の認定を受けた児童（以

下、「２・３号児童」という。）に係る利用定員数を施設全体の利用定員数で除した

数を施設の建物借料（年額。以下同じ）に乗じた額から賃借料加算（年額。以下同

じ。）の額との差額の一部を補助する。

（２）上記以外の施設

施設の建物借料から賃借料加算の額との差額の一部を補助する。

４ 対象事業者

平成２９年１０月１日以降に新設等により２・３号児童の定員を５名以上拡大し

た以下に掲げる施設又は事業の建物借料が、賃借料加算の額の１.５倍を超え３倍以

下の施設又は事業を行う者（公立を除く。）。

・保育所

・認定こども園

・家庭的保育事業

・小規模保育事業

・事業所内保育事業

５ 対象事業の制限等

（１）賃借料加算の対象とならない場合は、本事業の対象とならない。



（２）建物借料に対する国・市町の負担金（賃借料加算を除く。）、補助金及び交付金

の給付を受けている場合及び対象となる場合は、本事業の対象とならない。

（３）建物借料に対する個人・団体その他から寄付等を受けている場合は、本事業の

対象とならない。

６ 対象経費

施設の建物借料

（敷金、礼金及び、共益費、管理費、駐車場代を除く。また、保育所等に供しな

い部分の借料は除く。）

７ 補助基準額

（１）認定こども園及び事業所内保育事業

２・３号児童に係る利用定員数を認定こども園全体の利用定員数で除した数を

施設の建物借料に乗じた額から、賃借料加算の額に１.５を乗じた額を減じた額。

（２）上記以外の施設

施設の建物借料から賃借料加算の額１.５を乗じた額を減じた額。

８ 費用負担

７の補助基準額に対し、県１／３、市町１／３、施設又は事業を行う者１／３を

負担する。

９ 補助の期間

平成２９年１０月１日から令和７年３月末日まで

１０ その他

（１）７の（１）の利用定員数は毎年４月１日時点の利用定員数を用いること。ただ

し、年度途中で開所する場合は、開所日における利用定員数を用いること。

（２）利用定員数を拡大前以下に減じた場合は、減じた月の前月までを補助の対象と

する。

また、拡大前以下に減じた後に、定員拡大を行う場合は、前に補助を行った拡

大前の利用定員数を超える場合、補助の対象とする。



（別添２）

保育環境改善事業実施要綱

１ 事業の目的

保育の受け皿拡大を図るため、既存の保育所、保育所型認定こども園が、定員拡

大を行う場合に要する備品、設備整備等に要する経費を補助することにより、待機

児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることのできる環境の維持・向

上を図ることを目的とする。

２ 実施主体

実施主体は、市町（政令市・中核市を含む。）とする。

３ 事業の内容

保育所、保育所型認定こども園において、子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号）第１９条第１項第２号又は第３号の支給要件を満たし、同法第２０条

第１項により市町の認定を受けた児童（以下、「２・３号児童」という。）に係る利

用定員の拡大に伴い必要な経費の一部を補助する。

４ 対象事業者

以下に掲げる認可施設において、同一年度内に施設単位（分園も１施設とする。）

で２・３号児童の利用定員を５人以上の拡大する施設を行う者（公立を除く。）。

・保育所

・保育所型認定こども園

５ 対象事業の制限等

（１）保育所等整備交付金、認定こども園施設整備交付金、「認可保育所等設置支援事

業の実施について」（平成２９年３月３１日付け雇児発０３３１第３０号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長通知）の交付金等を受ける場合及び対象となる場合は、

本事業の対象とならない。

（２）県の実施する「認定こども園整備等促進事業」の補助を受ける場合及び対象と

なる場合は、本事業の対象とならない。

６ 対象経費

拡大する児童に必要な、保育に資する備品・遊具等、什器、保育環境の維持・向

上に必要な施設改修費（増改築等、工事を伴うものは除く。）等。（人件費や職員の

処遇等、児童の処遇に直接関係しない経費、定員拡大に起因しない事由により生じ

た経費は対象としない。）



７ 補助基準額

１施設当たり２，０００千円（分園も１施設とする。）

８ 費用負担

７の補助基準額に対し、県１／３、市町１／３、施設又は事業を行う者１／３を

負担する。

９ その他

当該事業により拡大した定員は、補助を受けた年から５年間、原則、減員を認め

ない。


